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[ こども部保育課 ]  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の業務負担を軽

減することで保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うため、保育人材確保事業の実施

について（令和６年５月30日こ成保第 312 号）別添に定める保育体制強化事業実施要綱（以下

「国実施要綱」という。）、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について（令和５年10

月12日こ成事第 520 号）別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱（以下「国交付

要綱」という。 ) 、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和45年福島県規則第 107 号。以

下「県規則」という。）及び福島県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱（平成28年３月22

日施行。以下「県交付要綱」という。）に基づき、保育所等が実施する保育支援者及びスポッ

ト支援員（以下「保育支援者等」という。）の配置に要する経費に対する補助金の交付に関し

て、郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則第18号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象事業者」という。）は、次のと

おりとする。（郡山市内のものに限る。） 

(1) 保育支援者の配置 

児童福祉法（昭和22年法律第 164 号。以下「法」という。）第７条に規定する保育所及び

幼保連携型認定こども園とする。 

(2) スポット支援員の配置 

法第６条の３第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設、法第６条の３第12項に規

定する事業所内保育事業を実施する施設、法第39条第１項に規定する保育所、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条

第６項に規定する認定こども園とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、保育支援者等の配

置に要する報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料等とする。 

２ 前項に規定する経費のうち、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第11条に規定す

る子どものための教育・保育給付その他の事業によりその経費が交付される経費については、

補助対象経費から除くものとする。  



 （交付額の算定方法） 

第４条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、１か所当たり保育支援者を配置する場合は

月額 100,000 円（スポット支援員を配置する場合は月額45,000円）と、補助対象経費の実支出

額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して

少ない方の額とし、 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。た

だし、双方配置する場合は、それぞれ算出した額の合計額とする。 

 （交付の申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の規定により申請するものとす

る。この場合において、同条第１号の補助事業等事業計画書は事業実施計画書（第１号様

式）とし、同条第２号の補助事業等に係る収支予算書は収支予算書兼補助金額積算調書（第

２号様式）とし、同条第３号に規定するその他市長が必要と認めて指示する書類は保育支援

者等の配置を証する書類の写しとする。 

 （消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第６条 規則第４条の規定に基づく補助金の申請に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和63年法律第 108 号）及び地方税法（昭和25年法律第 226 号）の規定により仕入に係る消

費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請するものとする。ただ

し、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、

この限りでない。 

２ 規則第14条の規定に基づく実績報告に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して報告するものとする。 

 （軽微な変更の範囲） 

第７条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の総額の10分の２以内

の減額又は交付申請額の変更を伴わない補助対象経費の総額の10分の２以内の増額とする。 

 （交付の条件） 

第８条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助金を目的外に使用しないこと。 

 (2) 国交付要綱６（13）に掲げる条件を遵守すること。 

 (3) 県交付要綱第６条第５項 (1) に掲げる条件を遵守すること。 

 （概算払） 

第９条 市長が必要と認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。 

 （実績報告） 

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日

から起算して２か月を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の３月31日までに、

規則第14条の規定により市長に実績を報告するものとする。この場合において、同条の補助事

業等に係る収支決算書は収支決算書兼補助金額積算調書（第３号様式）とし、その他市長が必

要と認めて指示する書類は次のとおりとする。 

 (1) 事業実施報告書（第４号様式） 

 (2) 保育支援者等の配置に要した費用の支払を証する書類の写し 



 （額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定にする補助金等交付額確定通知書により当該補

助事業者等に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定した額と同額である場合は、当

該通知を省略するものとする。 

 （消費税等仕入控除額の確定） 

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（第５

様式）により、速やかに市長に報告するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合には、補助金の交付を受けた者に当該消費税等

仕入控除税額に係る補助金の全部又は一部の返還を請求しなければならない。 

 （委任） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年２月25日から施行する。 


